ボランティア団体等が実施するこどもの居場所運営支援事業補助金
　募集要項

令和 ８ 年 ２ 月 25 日
那覇市福祉部保護管理課

　那覇市こどもの居場所運営支援事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）及びボランティア団体等が実施するこどもの居場所運営支援事業補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に基づき、ボランティア団体等が実施するこどもの居場所運営支援事業の補助金交付団体を募集します。

第１　事業の目的、事業概要について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　事業の目的
　　　 　　　　　内閣府の「沖縄こどもの貧困緊急対策事業費補助金」を利用し、市内のこどもの居場所の運営に対し支援を行うことにより、こどもの貧困の連鎖を断ち切り自立を助長し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

２　事業の概要
　（１）名　　称：ボランティア団体等が実施するこどもの居場所運営支援事業補助金
　（２）内　　容：補助の対象とするこどもへの支援活動の例は次のとおり
　　　　　　　①食事支援
　　　　　　　②基本的な生活指導
　　　　　　　③基本的な学習支援
　　　　　　　④キャリア形成支援
　　　　　　　⑤その他こどもの居場所に関する活動
（３）補助金の額（千円未満切捨て）
次の①～③に基づき補助金額を決定する。ただし、申請のあった補助金額の総合計が予算額を上回る場合は、当該総合計に対する各申請者の補助金額が占める割合で予算額を按分した金額（千円未満切捨）とする。
[bookmark: _Hlk159245629]　　　　①令和7年度４月～１２月（令和７年度途中より事業を開始又は再開した団体においては、開始又は再開後1か月以上）の月平均開所日数に基づき、別紙の別表1の月額に実施期間を乗じて得た額。
　　　　②別紙の別表2の月の平均延べ人数(こどもの人数)に基づき加算した額。
　　　　③教材を購入し、基本的な学習支援を実施する団体に対しては別紙の別表3の額を加算する。
※補助対象経費については別紙の別表第4を参照。
（４）その他：事業の実施にあたっては法令を遵守すること。


３　補助の対象期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日


第２　補助事業への応募について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　応募資格
本市が那覇市社会福祉協議会に委託実施している「こどもと地域をつなぐサポートセンター　糸」のネットワークに本補助金の申請時までに加入しており、「３　補助の対象期間」において、「２　事業の概要　（２）①～⑤」の活動のいずれかを月1日以上実施する団体等で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)営利を目的とするもの。 
(2)公序良俗に反するもの。
(3)宗教活動、政治活動を目的とするもの。

２応募受付期間
令和８年２月２５日（水）から令和８年３月１３日（金）
（土、日を除く午前９時～午後４時）

３応募方法
[bookmark: _Hlk135407247]「７ 担当部署」まで持参または郵送により提出。ただし、当該事業の補助金を令和７年度に交付されていない団体については、窓口に持参すること。
　①.持参の場合、前日までに電話で窓口を予約。
[bookmark: _GoBack]　②.郵送の場合、令和８年３月１３日(金)までに保護管理課に必着。

４提出書類
提出書類は次の表のとおり。
提出書類は全て片面印刷で、日本工業規格によるＡ4判の規格で提出すること。
　　 ※受付期間や提出方法が守られていない場合や、応募資格がないもの及び提出書類に不備があるものについては、受付できない。
※応募にあたって、必ず交付要綱と交付要領、本募集要項を一読すること。
	提出書類
	部数
	注 意 事 項

	1 那覇市こどもの居場所運営支援事業補助金交付申請書
	


各１部
	交付要綱第１号様式

	②那覇市こどもの居場所運営支援事業補助金計画書
	
	交付要綱別紙１
※月の平均延べ人数にこどもの人数のみカウントすること。
※安全管理対策の項目については、個人情報の管理や守秘義務に関する取組み、ミスやトラブルの防止策、日常業務及び食の提供に関して安心・安全への対策と緊急事態発生時の対応等を記入すること。

	③収支予算書
	
	交付要綱別紙2

	④暴力団排除に関する誓約事項
	
	別添様式

	⑤その他実施事業に関する資料
	
	令和7年度4月～12月(令和7年度途中より事業を開始又は再開した団体においては、開始又は再開後1か月以上)の月平均開所日数やこどもの利用者延べ人数がわかる資料を提出すること。ただし、令和7年度に本補助金の交付を受けている団体で令和7年4月～12月分の活動実績書を提出済みの団体においては省略可。


５　交付決定の公表及び交付決定通知
提出された書類の審査を行い、交付決定団体については、令和８年４月１日（水）に那覇市公式ホームページに掲載し、同日に補助金交付決定通知を交付（郵送）する。なお、審査結果に対する問い合わせには応じない。

６　その他留意事項
[bookmark: _Hlk190272200]（１）本公募は、令和８年那覇市議会２月定例会において、本事業にかかる予算の成立を前提とした事前準備行為であるため、予算が成立しなかった場合若しくは諸事情等の変更により、額の変更又は補助事業を中止することもある。このことに伴い、応募者において損害が生じた場合にあっても、本市ではその損害について一切負担しない。
（２）応募に必要な費用は全て応募者の負担とする。
（３）提出書類の受付期間後の修正又は変更は一切認めない。
（４）提出書類の著作権は参加する事業者に帰属する。ただし、本市がこの公募結果の報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
（５）提出された書類は返却しない。
（６）公募に係る情報公開請求があった場合は、那覇市情報公開条例（平成26年条例第26号）に基づき判断する。
（７）補助金の交付決定を受けたものは、事業開始後３ヶ月ごとに以下の様式等により状況報告すること。
　　　①状況報告書（交付要領別紙様式）
　　　②その他実施事業の報告に関する資料（領収書、活動実績書、写真又はチラシ）
（８）支払い時のポイントの付与が認められないため、電子マネー払やクレジットカード払を行わずに現金で支払うようにすること。もしポイントが付与された場合は、補助対象経費からポイント相当額を差し引くこと。
（９）補助金の交付決定を受けたものは、事業終了後３０日以内、または令和９年３月３１日までのいずれか早い時期に以下の様式等により実績報告すること。
※期限厳守
　　①事業実績報告書（交付要綱第４号様式）
　　②実績書（交付要綱別紙３）
　　③収支決算書（交付要綱別紙４）
　　④その他実施事業の実績に関する資料（領収書、活動実績書、写真又はチラシ）

７　担当部署
那覇市 福祉部 保護管理課　自立支援グループ（担当：石川・上原）
所在地 那覇市泉崎１丁目１番１号
電　話（直通）098-861-5193　（内線2461、2491）
ＦＡＸ（直通）098-862-4267



別紙

別表第1
	月の平均開所日数（回）
	月額（円）

	1回～3回
	19,000円

	4回～8回
	32,000円

	9回～12回
	45,000円

	13回以上
	58,000円




別表第2
	月の平均延べ人数（人）
	加算（円）

	50人～99人
	39,000円

	100人～299人
	78,000円

	300人～
	130,000円



別表第3
	教材を購入し、基本的な学習支援を実施するこどもの居場所
	26,000円



別表第4
	補　助　対　象　経　費

	謝金
　学生ボランティア以外のニーズがある場合、ボランティア（学生ボランティアを除く）への謝金は、１日２千円を限度額とする。
　外部講師への謝金は、１日１万円を限度額とする。
交通費
　合理的経路を用いて要する公共交通機関等交通費の実費相当額。
消耗品費(食材費等)
印刷製本費
使用料及び賃借料
通信運搬費
光熱水費
保険料
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